
様式第17号(第21条関係)
　年　　　月　　　日

告知・弁明書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _GoBack]　宇美町長　　　　　　　　印　

	住所
	

	氏名
	


(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

[bookmark: _Hlk172719514][bookmark: _Hlk177649577]下記の行為は、宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（以下「条例」という。）第9条第2項の規定に違反し、同条例第24条の規定により、金50,000円の過料処分の対象となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
	日時
	　　　　　年　　　月　　　日　　午前・午後　　　時　　　分頃

	場所
	宇美町　　　　　　　　　　丁目　　　　番・番地　　　　　　号

	違反者名
	
	生年月日
(年齢)
	年　　　月　　　日生
(　　　　　歳)

	住所
	
	連絡先
	

	違反行為
の内容
	資源回収場所
・ごみ集積所
に置かれた
	古紙、古布類、容器包装プラスチック、空き缶、空きびん、ペットボトル、金属類
	を上記場所より
	収集

運搬
	した。

	収集運搬に使用した車両等
	自動車・二輪車・自転車
(登録番号　　　　　　　　　　　　／　車両種別　乗用・貨物　　　　 )
(車 体 色　　　　　　　　　　　　／　付随車両　有・無(　　 　　　))


[bookmark: _Hlk172719676]
	　弁明の内容
	上記告知について
□　上記のとおり認めます。弁明することはありません。
□　下記のとおり弁明します。
上記事実については　□覚えがありません。□誤りがあります。

	
	

	
	

	
	

	
	提出期限
	年　　　月　　　日　必着

	
	署名
	年　　　月　　　日　氏名


注）弁明書の提出期限は、本書到達日の翌日から起算して14日以内とする。期限までに弁明書の提出がない場合は、再度の弁明機会の付与は行わない。
「宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」（抜粋）
第9条2項　町長から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、処理計画に基づき定められた場所に排出された資源物の収集、運搬又は保管を行ってはならない。
第24条　第9条第3項の規定による命令に違反して禁止行為を行った者は、5万円以下の過料に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の過料を科する。
